
件名

番号 質疑 回答

1

仕様書P.4
①受付番号発券機及び⑥受付番号呼出し機にボタン式との記載があるが、モニターに映し
出されたボタンをタッチして操作するものについてもボタン式という認識でよいか。

お見込みのとおりです。

2

仕様書P.4
①受付番号発券機に「・安全に配慮し、プリンター部分にカッターがないこと。」とあるが、
カッターを使用している機器は不可ということか。

プリンター部分にカッターが露出していないなど、安全に配慮されているもの
であれば、可とします。
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